
「安宅の関」こまつ勧進帳の里施設及び安宅公園の
一体的な管理運営に係るサウンディング型市場調査

概要資料
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安宅公園土地所有区分及び小松市管理区分

凡 例

都市公園（安宅公園）

保安林

土地所有者別区分

森林管理署 50,235.05㎡

安宅住吉神社 5,766.41㎡

安宅町町内会 20,699.85㎡

小松市 1,525.58㎡

合 計 78,226.89㎡
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勧進帳ものがたり館
安宅テラス

安宅住吉神社

安宅公園西側駐車場

安宅公園東側駐車場 園路



安宅公園の概要及び法的規制

１．安宅公園について

○ 公園区域内の土地所有者は、国有林「森林管理署（林野庁）」、民有林「安宅町町内会、安宅住吉神社、小松市」となっている。

２．当該地の法的規制

○ 当該区域は、都市公園区域及び保安林に指定されている。

開 設 年 月 日 昭和３３年３月３１日

共 用 面 積
7.83ha
・国有林 約５・０ha
・民有林 約2.83ha（安宅町町内会 約2.1ｈａ、安宅住吉神社 約0.58ha、小松市 約0.15ha

そ の 他 指 定

○ 昭和１４年３月１８日指定 安宅の関跡（県指定史跡）
○ 昭和62年 「日本の白砂青松１００選」選定
○ 平成２７年 いしかわ歴史遺産認定

（平安の世の歴史物語が息づく歌舞伎のまち・こまつ）
○ 昭和２９年５月 林野庁「日本美しの森お薦め国有林」選定

（安宅林国有林 ７０ha）
○ 平成３０年５月 日本遺産「北前船」認定

都市公園区域 公園区域内に整備できる施設は、都市公園法施行令第５条に定める公園施設となる。

保 安 林

当該地は、国有林「国有地」。その所在場所、地形などから第１級地に分類されており、「公益上の理由によ
り必要が生じたとき」のうち
転用の態様、規模などからみて国土の保全などに支障がないと認められる場合を除き、原則として解除
は行われない。
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「安宅の関」こまつ勧進帳の里施設（安宅テラス・勧進帳ものがたり館）

安宅テラス
・うみのえき安宅
・ＡＴＡＫＡ CAFE

勧進帳ものがたり館

渡り廊下・
曳船展示室

屋外デッキ

四阿

安宅公園西側駐車場
公衆トイレ

弁慶・義経・富樫銅像

「AAA」モニュメント

安宅公園東側駐車場へ

安宅住吉神社

安宅町町内会倉庫

芝生広場

安宅町太鼓保存庫
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「安宅の関」こまつ勧進帳の里 施設概要

年 度 R元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

利用者数 78,170人 51,030人 42,693人 54,235人 57,405人

収

入

使用料 1,427千円 テナント使用料603千円、ものがたり館入館料824千円

その他 382千円 電気・水道料

計 1,809千円

支

出

光熱水費 2,192千円 電気・水道料

業務委託料 9,377千円
こまつ勧進帳の里管理運営業務5,400千円
ものがたり館ガイド業務2,379千円、保守点検業務499千円等

その他 1,214千円 施設修繕、映像使用料、冷蔵庫リース等

計 12,783千円

収 支 △10,974千円

３．管理運営に係る経費（令和５年度）

２．利用状況

１．基本情報

安宅テラス

屋内休憩スペース：無料（営業専用利用2,000円／時間）
うみの駅安宅：こまつ観光物産ネットワーク運営 ※ものがたり館観覧受付・ガイド兼（3人）
ＡＴＡＫＡ CAFÉ：ファーマーズマーケット・アソシエーション運営（１人） ※行政財産使用
屋外デッキ：無料（営業専用利用2,000円／時間）

勧進帳ものがり館 観覧料 個人300円（高校生以下150円） 団体250円（高校生以下100円）

開館時間 午前９時～午後５時 ※ATAKA CAFÉは午後９時まで営業

休業日 毎週水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
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こまつ勧進帳の里（安宅テラス）

こまつ勧進帳の里（安宅テラス）

こまつ勧進帳の里（勧進帳ものがたり館）



安宅公園管理運営（公衆トイレ・園路等の維持管理）

２．安宅公園清掃等管理業務の詳細

業務場所 安宅公園

業務人員 １人 ※市職員が１名隔週で清掃作業に参加

業務内容

〇 清掃（園路から１ｍ位まで）
〇 除草（園路から１ｍ位まで）
〇 散水（芝生広場）
〇 枝打ち（園路にかかる分のみ）
〇 排水路の泥上げ（園路横）
〇 駐車場の砂処理
〇 園路の砂利均し
〇 用具の整理、整頓

業務期間
毎年４月１日～翌年３月31日
※１月、２月は冬季間のため業務なし

業務時間
週３日（月・水・金曜日）
８時～１３時

そ の 他
〇 ごみは安宅公園管理事務所裏に集積（市が回収）
〇 作業日誌作成・報告（作業者名、作業時間帯、作業内容等）

１．安宅公園維持管理業務（年間）

年間樹木管理（芝生、軽剪定）及び修繕 1,000千円

日常清掃等（シルバー人材センター委託） ９６５千円（市職員の直営作業費用含まず） ※詳細下記

公衆トイレ清掃（２ヶ所） ８２２千円（トイレットペーパー代含まず）

電気料 １０８千円

上下水道料 １２６千円
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公衆トイレ（安宅公園西側駐車場内）

公衆トイレ（安宅公園東側駐車場内）

「AAA」モニュメント（安宅公園西側駐車場内）


